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衆
議
院
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員
逢
坂
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二
君
提
出
統
合
幕
僚
長
の
政
治
的
発
言
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
統
合
幕
僚
長
の
政
治
的
発
言
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

河
野
克
俊
統
合
幕
僚
長
の
御
指
摘
の
発
言
は
、
記
者
か
ら
の
質
問
を
受
け
て
、
「
憲
法
と
い
う
非
常
に
高
度
な
政
治
問
題

で
あ
り
ま
す
の
で
、
統
幕
長
と
い
う
立
場
か
ら
申
し
上
げ
る
の
は
適
当
で
は
な
い
」
と
明
確
に
述
べ
た
上
で
、
個
人
と
し
て

の
見
解
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
目
的
を
も
っ
て
発
言
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九

年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
政
治
的
行
為
に
該
当
せ
ず
、
全
く
問
題
は

な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。


